
貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律
貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する法律

概要

○ ドライバーの担い手不足により、何もしなければ2030年には輸送能力が34％不足
○ 物流は国民生活及び経済活動の基盤であり、エッセンシャルワーカーであるトラックドライバーの経済的社
会的地位の向上等により、我が国の物流の持続可能性の確保及び国民経済の健全な発展を図るため、トラッ
クドライバーの適切な賃金の確保とトラック運送業界の質の向上等を目的として、貨物自動車運送事業法を
改正するとともに、それを担保するための新法を制定。

１．許可の更新制度の導入

トラック運送事業の許可について、５年ごとの
更新制を導入

２．「適正原価」を下回る運賃及び料金の制限

トラック運送事業者は、自ら貨物を運ぶときや、
他の事業者に運送を委託するときは、国土交通大
臣が定める「適正原価」を継続して下回らないこ
とを確保

３．委託次数の制限

トラック運送事業者及び貨物利用運送事業者は、
元請として運送を引き受ける場合、再委託の回数
を二回以内に制限するよう努力義務化

４．違法な「白トラ」に係る荷主等の取締り

許可や届出なく有償で運送行為を行うトラック
（いわゆる「白トラ」）の利用を禁止（罰則付）
荷主等に対しては是正指導も実施

１．基本方針の策定

（１）体制の整備

①許可の更新事務及び②事業適正化支援等を適
切・効率的に実施できるよう独立行政法人に行わ
せる等必要な体制を整備

（２）財源の確保等

上記業務の実施に必要な費用を確保できるよう、
⑴①について更新手数料等によるほか、⑴②につ
いて広く社会で支える観点から財源措置を検討

２．法制上の措置等

政府は基本方針に基づき、必要な法制上の措置
等を本法律の施行後３年以内を目途として講じる

３．物流政策推進会議
政府は、物流に関する施策の総合的かつ集中的

な推進を図るため、物流政策推進会議を設置
推進会議の下に、連絡調整を行うための関係者

会議を設置

貨物自動車運送事業法の一部改正 貨物自動車運送事業の適正化のための
体制の整備等の推進に関する法律

担
保（※）貨物利用運送事業者についても同様に規制

（※）適正原価を支払わない荷主については、違反原因行為に該
当するものとして是正指導を実施

（※）標準的運賃については廃止
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国土交通省近畿運輸局トラック適正化二法の施行時期
【貨物自動車運送事業法】

（令和7年6月11日）
公 布

○委託次数の制限
○違法な白トラに係る
荷主等の取締

○書面交付義務等の
利用運送事業者への適用

○許可基準追加、許可更新制度
○適正原価の遵守義務
○労働者処遇確保義務

３年以内 ２年（経過措置）

適正原価の告示

更新の申請及び審査の開始
（５年めどで一巡）

【貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する法律】

（令和7年6月11日）
公 布

３年以内

即日施行

政府は基本方針に基づき、必要な法制上の
措置等を３年以内を目途として講じる

施 行施 行

１年以内

（R8.4.1）
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国土交通省近畿運輸局トラック適正化二法 ～令和8年4月1日施行内容～

１．委託次数の制限
トラック運送事業者及び貨物利用運送事業者は、元請として運送を引き受ける場合、
再委託の回数を二回以内に制限するよう努力義務化

２．運送契約書面の交付義務・実運送体制管理簿の作成義務 対象者の拡大
現行法は、運送契約書面の相互交付、実運送体制管理簿の作成義務を負うのは元請である
「一般貨物自動車運送事業者」であるが、今後は元請となる「貨物利用運送事業者」に対しても
義務が課される。

３．違法な「白トラ」に係る荷主等への是正指導
許可を受けずに有償で運送行為を行うトラック（白トラ）の「利用」を禁止（100万円以下の罰金）。
「荷主等」に対して是正指導（要請、勧告･公表※）を実施する。

※国土交通大臣は、当分の間、荷主等が無許可経営等原因行為をしているおそれがあると認めるときは、当該荷主等に対し、無許可経営等原因行為をしないよう要請する ことができる。
※国土交通大臣は、当分の間、荷主等が無許可経営等原因行為をしていることを疑う に足りる相当な理由があると認めるときは、当該荷主等に対し、無許可経営等原因行為をしない

よう勧告することができる。

（再委託） （再々委託）

<今後の取引構造>

真荷主 元請事業者 １次委託事業者 ２次委託事業者
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１．委託次数の制限

〇 トラック運送事業者・利用運送事業者は、真荷主から引き受けた貨物の運送につい
て、他のトラック運送事業者の行う運送を利用するときは、委託段階を２次までに制
限するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

（１）元請け事業者は、自らを「ゼロ次」とした場合、「２次請け」＝
再々委託までに制限するルールを設けること等が必要となる。

（２）一般貨物運送事業者だけでなく、貨物利用運送事業者（第一
種自動車・第二種集配）、軽貨物運送事業者、特定貨物運
送事業者に対しても適用される。

<今後の取引構造>

真荷主 元請事業者 １次委託事業者 ２次委託事業者

（再委託） （再々委託）
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２ー①．運送契約書面の交付義務
○ 運送契約締結時に、以下の事項について記載した書面交付を義務付け

・ 真荷主＊とトラック事業者が運送契約を締結するときは、相互の書面交付（法第12条）
・ トラック事業者等が利用運送を行うときは、委託先への書面交付（法第24条）

○ 交付した書面については、その写しを一年間保存。

書面交付のパターン

＊「真荷主」とは、以下の①～③のすべてに 該当する者を指す。（令和８年４月１日施行）
① 自らの事業に関して
② 貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業者との間で運送契約を締結して貨物の運送を委託する者であって、
③ 貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業者以外のもの

【交付書面の記載事項】
①運送役務の内容・対価
②運送契約に荷役作業・附帯業
務等が含まれる場合には、その
内容・対価

③その他の特別に生ずる費用に係
る料金(例:有料道路利用料、燃料
サーチャージなど)

④運送契約の当事者の氏名・名
称及び住所

⑤運賃・料金の支払方法
⑥書面の交付年月日

・ メール等の電磁的方法でも可

・ 基本契約書が交わされている場
合、その基本契約書に記載されて
いる内容については省略可

5

荷主

荷主

R7.6.11公布 改正トラック法施行後（令和８年４月１日施行）



２ー②．実運送体制管理簿の作成義務
○ 元請事業者に対し、以下の事項について記載した実運送体制管理簿の作成を義務付け
※ 作成の対象となる貨物の重量は1.5トン以上
※ 元請事業者が真荷主から貨物の運送を引き受ける際に、元請事業者から実運送事業者に至るまでの一連の委託

関係が明らかとなっている場合、運送ごとの作成は不要（一度作ればよい）
○ 作成した実運送体制管理簿は１年間保存。
○ 各事業者に対し、実運送体制管理簿の作成に必要な情報の通知を義務付け

実運送体制管理簿の作成に必要な情報の通知フロー

【実運送体制管理簿の記載事項】

①実運送事業者の商号又は名称
②実運送事業者が実運送を行う
貨物の内容及び区間

③実運送事業者の請負階層

※元請けを０次とした場合、再委託の回数
を２次以内に制限するよう努力義務化
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国土交通省近畿運輸局（R8.4.1施行）トラック法における真荷主の範囲の改正

トラック法の「真荷主」の定義が変更されました。具体的には、真荷主の範囲から、貨物自動車運送事業者に加えて、
貨物利用運送事業者も除外されました。令和８年４月１日より施行されます。

＜現行（R7年４月～）＞

荷主
貨物利用

運送事業者

真荷主

貨物自動車
運送事業者

元請事業者
（実運送体制管理簿の作成、次数制限の努力義務）

一次請け 二次請け 三次請け

＜改正後（R8年4月～）＞

運送委託 貨物利用
運送事業者

書面の
相互交付

書
面
交
付
義
務

荷主
貨物利用

運送事業者

真荷主

貨物自動車
運送事業者

元請事業者
（実運送体制管理簿の作成）

運送委託 貨物利用
運送事業者

一次請け 二次請け

運送委託 運送委託 運送委託

＜現行（R7年４月～）＞

荷主
貨物利用

運送事業者

真荷主

貨物自動車
運送事業者

元請事業者（契約書面で次数制限） 一次請け 二次請け 三次請け

＜改正後（R８年4月～）＞

運送委託

書面の交付

貨物利用
運送事業者

荷主
貨物利用

運送事業者

真荷主

貨物自動車
運送事業者

元請事業者

運送委託 貨物利用
運送事業者

一次請け 二次請け

運送委託 運送委託 運送委託

運送委託 運送委託 運送委託

書面の
相互交付

書面の交付 書面の交付

書面の交付 書面の交付

作
成
義
務

実
運
送
体
制
管
理
簿

無規制

貨物自動車
運送事業者

かつ

貨物利用
運送事業者

貨物自動車
運送事業者

かつ

貨物利用
運送事業者

貨物自動車
運送事業者

かつ

貨物利用
運送事業者

貨物自動車
運送事業者

かつ

貨物利用
運送事業者

利用運送
（利用運送法）

利用運送
（利用運送法）

利用運送
（利用運送法）

利用運送
（利用運送法）

利用運送
（利用運送法）

利用運送
（利用運送法）

利用運送
（利用運送法）

利用運送
（利用運送法）

貨物自動車
運送事業者

貨物自動車
利用運送

（トラック法）

運送委託

三次請け（実運送）

貨物自動車
運送事業者

運送委託

四次請け（実運送）

貨物自動車
運送事業者

運送委託

三次請け（実運送）

貨物自動車
運送事業者

運送委託

四次請け（実運送）

貨物自動車
利用運送

（トラック法）

書面の交付

書面の交付

×
運送委託運送委託運送委託

×

××

作成義務なし
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（1）国土交通大臣は、違法「白トラ」の原因となるおそれのある行為に関連し、荷主等に対し、是正指導を実施。

①当該行為をしているおそれがあると認めるとき

⇒  荷主等に対し、 要請 を実施

②当該行為をしていると疑うに足りる相当な理由があると認めるとき

⇒  荷主等に対し、 勧告・公表 を実施

（２）関係省庁も、違法「白トラ」の効果的な防止を図るために必要な協力を実施。

（３）各都道府県トラック協会は、荷主等が違法「白トラ」に関係していると疑うに足りる事実を把握したときは、

国土交通大臣に対して通知。

〇何人も、無許可でトラック運送事業を営む者に貨物の運送を委託してはならない。

（これに違反した者は、100万円以下の罰金に処する。）

３．違法な「白トラ」に係る荷主等の取締り

現在の法律では、違法「白トラ」で運送した側が処罰対象。また、荷主側は幇助犯、共同正犯等の共犯関係にある

場合に限り、処罰対象。その範囲は狭く、また、立証も難しいのが実情。

今後は、荷主側が違法「白トラ」と認識して発注しただけで違法となり得る。

〇 違法「白トラ」に関わっているおそれや疑いのある荷主等に対しては、トラック・物流Gメンが是正指導を
行うことができる。
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国土交通省近畿運輸局トラック適正化二法 ～公布後 3年以内施行～
R7.6.11公布後3年以内の施行内容

１．許可の更新制度の導入
〇 トラック運送事業の許可は、５年ごとに更新を受けなければ、効力を失う。
〇 許可基準に、「法令の規定を遵守して事業を遂行することが見込まれること」を新たに追加。

２．「適正原価」を下回る運賃及び料金の制限
〇 「適正な事業運営の確保のために通常必要と認められる費用」を的確にした「適正原価」を定め、告示。
〇受注者となるトラック運送事業者、発注者となるトラック運送事業者・利用運送事業者の双方に義務化。

３．労働者の適切な処遇の確保
〇 新たに労働環境整備や労働者の処遇の確保の必要性について明記。

➔適正原価の収受、労働者の適切な処遇の確保、社会保険料の納付等が新たに追加

➔公正な評価に基づく適正な賃金の支払い等の必要な措置の実施
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10

１．事業許可の更新制度の導入

〇 トラック運送事業の許可は、５年ごとに更新を受けなければ、効力を失う。

〇 許可基準に、「法令の規定を遵守して事業を遂行することが見込まれること」を
新たに追加。

〇 国土交通大臣は、許可更新に関する事務の一部を独立行政法人に行わせることが
できる。

（１）輸送の安全確保、社会保険料の納付、適正原価の収受をはじめ、
法令の規定を遵守しない場合は、事業許可の更新がなされない。

（２）更新申請時には、一定の手数料収受を想定。

（３）独立行政法人の詳細については、今後３年以内を目途に決定。
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２．「適正原価」を下回る運賃及び料金の制限 ①

〇 国土交通大臣は、トラック運送事業に係る運賃及び料金について、燃料費、全産業
の労働者一人当たりの賃金の額の平均額を踏まえた人件費、減価償却費、輸送
の安全確保のために必要な経費、委託手数料、事業を継続して遂行するために必
要不可欠な投資の原資、公租公課等の、適正な事業運営の確保のために通常必
要と認められる費用を的確に反映した積算を行うことにより、「適正原価」を定め、告
示することができる。

（１）これに伴い、「標準的運賃」は廃止する。

（２）適正原価は、一般貨物運送事業者だけでなく、軽貨物運送事業者、
特定貨物運送事業者についても設定することができる。

（３）適正原価の設定にあたっては、運輸審議会への諮問が必要。
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〇 トラック運送事業者は、自らが引き受ける貨物の運送に係る運賃・料金が、適正原
価を下回ることとならないようにしなければならない。 受注者の義務

〇 トラック運送事業者・利用運送事業者は、他のトラック運送事業者の行う運送を利
用するときは、その利用する運送に係る運賃・料金が、適正原価を下回ることとなら
ないようにしなければならない。 発注者の義務

（１）一般貨物運送事業者だけでなく、貨物利用運送事業者（第一種
自動車・第二種集配）、軽貨物運送事業者、特定貨物運送事業
者に対しても適用される。

（２）事業許可の有効期間である５年間を通じた総運行距離、総労働
時間等を勘案し、出来る限り簡便かつ客観的に判断しうる判定基
準を設定することを想定。

２．「適正原価」を下回る運賃及び料金の制限 ②
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〇 トラック運送事業法に、労働環境整備や労働者の処遇の確保の必要性について
明記。

〇 物流に関する施策の総合的・集中的な推進を図るため、関係閣僚等から成る
「物流政策推進会議」と、その下に実務者会議を設置。

（１）トラック運送事業法の目的に、「労働環境の適正な整備に留意するこ
と」を明記。

（２）トラック運送事業者の義務として、「労働者の適切な処遇の確保のため
に必要な措置を実施すること」を追加。 ⇒ 許可更新の要件にも含まれる

トラック運送事業者は、国土交通省令で定めるところにより、運転者その他の労働者が有する知識、
技能その他の能力についての公正な評価に基づく適正な賃金の支払その他の労働者の適切な処遇
を確保するために必要な措置を実施するものとする。

（３）「物流政策推進会議」の構成メンバーは、国土交通大臣、経済産業大
臣、農林水産大臣、厚生労働大臣及び公正取引委員会委員長など。

3．労働者の適切な処遇の確保


